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◆平成21年度の特別徴収方法〔新たに特別徴収になる方〕 

・年度前半では、平成21年度年税額の半分（年税額4分の1ずつ）を6月・8月に納付書か口座振替
（普通徴収）で納付となります。 
・年度後半では、10月・12月・2月の年金支払の時に年税額から普通徴収した額を差し引いた額の3
分の1（年税額の6分の1）ずつを特別徴収します（100円未満の金額は10月分に上乗せされます）。 

・上半期の年金支給月（4月・6月・8月）では、前年度の下半期（前年10月から翌年3月）に特別徴収した額の3分の1ずつ
を仮徴収します。 
・下半期の年金支給額（10月・12月・2月）では、確定した年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収
します（100円未満の金額は10月分に上乗せされます）。 

◆平成22年度の徴収方法〔前年度も特別徴収だった方〕 
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